
大
分
県
行
政
に
係
る
基
本
的
な
計
画
の
議
決
等
に
関
す
る
条
例

（
目
的
）

第
一
条

こ
の
条
例
は
、
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
九
十
六
条
第
二
項
の
規

定
に
基
づ
き
、
県
行
政
に
係
る
基
本
的
な
計
画
の
策
定
、
変
更
又
は
廃
止
を
議
会
の
議
決
す
べ
き
事
件

と
し
て
定
め
る
こ
と
に
よ
り
、
わ
か
り
や
す
く
実
効
性
の
高
い
計
画
の
策
定
を
図
る
と
と
も
に
、
県
民

の
視
点
に
立
っ
た
効
果
的
な
県
行
政
を
推
進
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

（
定
義
）

第
二
条

こ
の
条
例
に
お
い
て
「
基
本
的
な
計
画
」
と
は
、
次
に
掲
げ
る
県
の
計
画
を
い
う
。

一

県
行
政
全
般
に
係
る
政
策
及
び
施
策
の
基
本
的
な
方
向
を
総
合
的
か
つ
体
系
的
に
定
め
る
計
画
そ

の
他
こ
れ
に
類
す
る
も
の

二

前
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
県
行
政
の
各
分
野
に
お
い
て
県
民
生
活
に
密
接
に
関
わ
る
政
策
及

び
施
策
の
基
本
的
な
方
向
を
体
系
的
に
定
め
る
計
画
そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る
も
の
（
計
画
期
間
が
五

年
未
満
の
も
の
を
除
く
。
）
の
う
ち
、
県
行
政
の
運
営
上
特
に
重
要
な
も
の

（
議
会
の
議
決
等
）

第
三
条

知
事
そ
の
他
の
執
行
機
関
（
以
下
「
知
事
等
」
と
い
う
。
）
は
、
基
本
的
な
計
画
の
策
定
、
変

更
（
軽
微
な
変
更
を
除
く
。
以
下
同
じ
。
）
又
は
計
画
期
間
中
に
廃
止
を
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
議
会

の
議
決
を
経
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

知
事
等
は
、
前
項
の
議
決
を
経
て
、
基
本
的
な
計
画
の
策
定
、
変
更
又
は
廃
止
を
し
た
と
き
は
、
速

や
か
に
、
こ
れ
を
公
表
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
立
案
過
程
に
お
け
る
議
会
へ
の
報
告
）

第
四
条

知
事
等
は
、
基
本
的
な
計
画
を
策
定
し
、
又
は
変
更
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
立
案
過
程
に
お

い
て
、
そ
の
目
的
、
理
由
及
び
概
要
等
を
、
計
画
期
間
中
に
廃
止
を
す
る
と
き
は
あ
ら
か
じ
め
そ
の
理

由
を
議
会
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
実
施
状
況
の
報
告
等
）

第
五
条

知
事
は
、
毎
年
度
、
第
二
条
第
一
号
に
規
定
す
る
計
画
に
つ
い
て
の
実
施
状
況
を
議
会
に
報
告

す
る
と
と
も
に
公
表
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

議
会
は
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
知
事
等
に
対
し
、
第
二
条
第
二
号
に
規
定
す
る
計
画
に

係
る
実
施
状
況
の
報
告
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

３

知
事
等
は
、
前
項
の
報
告
を
求
め
ら
れ
た
と
き
は
、
速
や
か
に
、
当
該
計
画
に
係
る
実
施
状
況
を
議

会
に
報
告
す
る
と
と
も
に
公
表
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
知
事
等
へ
の
意
見
）

第
六
条

議
会
は
、
県
行
政
の
計
画
的
か
つ
効
果
的
な
推
進
の
た
め
に
新
た
に
基
本
的
な
計
画
を
策
定
す

る
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
、
又
は
策
定
さ
れ
て
い
る
基
本
的
な
計
画
の
変
更
若
し
く
は
廃
止
を
す

る
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
知
事
等
に
対
し
意
見
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

知
事
等
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
意
見
が
述
べ
ら
れ
た
と
き
は
、
そ
の
意
見
に
対
し
、
議
会
に
見
解

を
述
べ
る
も
の
と
す
る
。



附

則

１

こ
の
条
例
は
、
平
成
二
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
し
、
同
日
以
降
に
策
定
さ
れ
る
基
本
的
な
計
画

に
つ
い
て
適
用
す
る
。

２

こ
の
条
例
の
施
行
の
際
現
に
策
定
さ
れ
て
い
る
計
画
の
う
ち
、
大
分
県
長
期
総
合
計
画
「
安
心
・
活

力
・
発
展
プ
ラ
ン
２
０
０
５
」
は
第
二
条
第
一
号
に
規
定
す
る
計
画
と
、
次
に
掲
げ
る
計
画
は
第
二
条

第
二
号
に
規
定
す
る
計
画
と
み
な
す
。

一

大
分
県
行
財
政
改
革
プ
ラ
ン

二

大
分
県
民
福
祉
基
本
計
画

三

大
分
県
次
世
代
育
成
支
援
行
動
計
画

四

大
分
県
新
環
境
基
本
計
画

五

お
お
い
た
男
女
共
同
参
画
プ
ラ
ン

六

お
お
い
た
農
山
漁
村
活
性
化
戦
略
２
０
０
５

七

お
お
い
た
土
木
未
来
プ
ラ
ン
２
０
０
５

と

き

め

き

八

新
大
分
県
総
合
教
育
計
画


